






　（目的）

第１条　 随意契約により見積りをしようとする者（以下「見積人」という。）は、

　法令その他別に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

　（見積人の資格）

第２条　 見積人は、当該随意契約について、契約担当官等（会計法第29条の３第

　１項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）から見積参加者としての通

　知を受けた者でなければならない

　（見積等）

第３条　見積人は、特約事項、図面、契約書案及び現場等を熟知の上見積りをしな

　ければならない。この場合に、特約事項、図面、契約書案等について疑義がある

　ときは、見積日時に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることがで

　きる。

２　見積人は、見積書を作成し、見積人の氏名（法人にあっては、法人名）、あて

　名及び見積件名を表記し、公示に示した日時までに契約担当官等に提出しなけれ

　ばならない。

３　見積人は、暴力団排除に関する誓約事項（別添１）について見積書の提出前に

　確認しなければならず、見積書の提出をもってこれに同意したものとする。

　（公正な見積りの確保）

第３条の２　見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22

　年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

　（無効の見積り）

第４条　次の各号の一に該当する見積りは無効とする。

　一 　記名を欠く見積り

　二　金額を訂正した見積り

　三　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り

　四　見積期限に遅れてした見積り

　五　その他、見積りに関する条件に違反した見積り

　六　暴力団排除に関する誓約事項（別添１）について、虚偽又はこれに反する行

　　為が認められた見積り

随意契約見積心得



　（契約の相手方の決定）

第５条　見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で

　最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。

２　見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積りを

　行うことがある。

３　前項の見積りを行ってもなお予定価格の制限に達した見積書の提出がない場合

４　契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が２人以上あるときは、直ち

　に当該見積りをした者にくじを引かせて、契約の相手方を定めるものとする。

５　前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者、郵便に

　よる見積者で当該見積りに立ち会わない者があるときは、これに代わって見積事

　務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

　（契約書等の提出）

第６条　契約の相手方は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された

　契約書の案に記名押印の上、契約の相手方の決定の日から見積依頼書に示した日

　時までに、これを契約担当官等に提出しなければならない。

２　契約担当官等は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案を堤出しな

　いときは、これを契約の相手方としないことがある。

３　契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、契約の相

 　手方は、速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければ

　ならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、こ

　の限りでない。

　（異議の申立）

第７条　見積人は、見積書を提出後この心得、特約事項、図面、契約書案及び現場

　等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

（その他の事項）

 第８条　この心得に掲げるほか、見積りに必要な事項は、別に指示するものとする。



（別添１）

１　契約の相手方として不適当な者

２　契約の相手方として不適当な行為をする者

　　上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。

（１）暴力的な要求行為を行う者
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
（５）その他前各号に準ずる行為を行う者

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、
　法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい
　う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与し
　ている者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
　（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴
　力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に
　損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す
　るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい
　るとき
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどし
　ているとき
（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると
　き

暴力団排除に関する誓約事項

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれに
も該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること
となっても、異議は一切申し立てません。
　また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、
有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察
に提供することについて同意します。

記






























